
全
-
け
主
局
、
。
ル

「
義
和
政
嬰
」

前

史

ー
ー
ー
高
昌
園
王
麹
伯
雅
の
改
革
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

ー
は

じ

め

に

一
麹
伯
雅
の
令
|
改
革
の
褒
端
|

1

麹

伯

雅

の

令

2

惰
へ
の
入
朝
と
そ
の
背
景

二
煽
需
の
詔
|
改
革
の
獲
質
l

-
惰
の
封
中
央
ア
ジ
ア
政
策

2

場

需

の

詔

お

わ

り

に

t主

じ

め

153 

六
一
一
一
一
(
延
和
一
二
〉
年
、

惰
の
煽
一
一
帝
の
後
援
を
得
て

「
解
鱒
制
在
」

第
五
十
二
巻

開

第
二
挽

尾

卒
成
五
年
九
月
護
行

史

良日

- 1一

を
中
心
と
す
る
改
革
を
推
進
し
て
い
た
時
の
高
昌
園
王
麹
伯
雅
は
、



154 

こ
れ
に
反
射
す
る
鍛
助
の
支
持
を
得
た
圏
内
勢
力
(
以
下
、
こ
の
勢
力
が
樹
立
し
た
政
権
を
築
奪
政
権
と
略
記
〉
に
よ
っ
て
園
を
追
わ
れ
、
王
世
子
の

麹
文
泰
や
戚
属
の
張
雄
ら
と
と
も
に
、
昔
時
鍛
勤
と
敵
劃
し
て
い
た
西
突
肢
の
も
と
に
逃
れ
た
。
西
突
阪
の
統
葉
護
可
汗
の
援
助
や
張
雄
の
活

躍
な
ど
に
よ
っ
て
麹
伯
雅
が
王
位
に
復
揮
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
六
一
九
年
の
こ
と
で
、
翌
年
二
月
に
は
、
六
一
四
年
に
基
奪
政
擦
が

制
定
し
た
義
和
(
「
翠
義
者
共
和
」
の
意
〉
な
る
元
説
を
醸
し
、
新
た
に
重
光
ハ
「
重
新
光
復
」
の
意
〉
な
る
元
競
を
制
定
し
た
。

の
あ
と
を
襲
っ
た
麹
文
泰
は
、
張
雄
の
勤
め
に
従
わ
ず
、
惰
に
代
わ
っ
た
唐
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
中
央
ア
ジ
ア
に
一
覇
を
唱
え
よ
う
と
し

た
た
め
、
か
え
っ
て
唐
の
介
入
を
招
く
結
果
と
な
り
、
つ
い
に
六
四

O
(延
爵
一
七
)
年
に
は
園
を
失
う
こ
と
に
な
ア
た
。

こ
れ
が
、
主
と
し
て
阿
斯
塔
那
二

O
六
競
墓
か
ら
出
土
し
た
「
闇
剥
国
元
(
六
八
九
)
年
十
一
月
副
国
左
衛
大
将
軍
明
細
夫
人
姐
同
墓
誌
銘
」

(
芯
け
P
Z
N
O
由
一
広
〈
潟
〉
『
出
土
文
物
』
、
図
版
二

O
〈
録
〉
「
告
身
四
種
」
、
二
一
六
頁
以
下
/
「
募
誌
録
」
、
六
O
五
頁
以
下
〉
な
ど
の
出
土
文
物
に
よ

(

1

)

 

っ
て
、
呉
麓
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
中
園
王
朝
の
手
に
な
る
編
纂
史
料
か
ら
は
う
か
が
い
し
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
高
昌
園
末
期
に
勃
護
し

し
か
し
父
麹
伯
雅

つ
い
て
、

六
一
九
(
義
和
六
〉
年
と
す
る

巻
一
九

O
唐
武
徳
六
〈
六
二
三
)
年
九
月

- 2ー

た
い
わ
ゆ
る
義
和
政
饗
(
以
下
、
「
政
幾
」
と
略
記
〉
の
一
部
始
終
で
あ
る
。
麹
伯
雅
の
死
去
と
そ
れ
に
と
も
な
う
王
世
子
麹
文
泰
の
王
位
纏
承
に

『
奮
唐
書
』
巻
一
九
八
西
戎
・
高
昌
俸
の
所
俸
を
排
し
、

(
2〉

僚
に
掲
げ
た
『
資
治
遁
鑑
』
の
繋
年
を
是
と
し
た
の
も
、
臭
震
氏
の
功
績
で
あ
る
。
か
か
る
果
震
氏
の
成
果
に
劃
し
て
中
園
圏
内
で
は
異
論
も

(

3

)

 

あ
る
よ
う
だ
が
、
わ
が
園
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
小
田
義
久
氏
が
、
随
葬
衣
物
疏
の
様
式
か
ら
「
政
饗
」

の
勃
裂
を
六
二
ニ
(
延
和
一
二
〉
年
の

五
月
四
日
以
降
と
し
た
上
で
、
随
葬
衣
物
疏
以
外
の
文
書
に
は
、
義
和
紀
年
の
も
の
と
そ
の
前
後
の
時
代
の
も
の
と
で
様
式
上
の
遣
い
が
認
め

(
4〉

ら
れ
な
い
こ
と
を
根
擦
と
し
て
、
築
奪
政
権
下
に
お
い
て
も
官
官
臨
業
務
は
従
来
ど
お
り
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
、
白
須
海
員
氏
が
、

寡
奪
政
権
の
立
場
や
意
識
を
、

そ
の
元
披
で
あ
る
義
和
が
高
昌
園
に
お
け
る
改
元
の
規
則
性
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
事
質
か
ら
推
測
し
よ
う
と

(
5〉

し
、
さ
ら
に
北
傑
枯
英
氏
が
、
西
突
厭
の
攻
撃
を
受
け
て
壊
滅
吠
態
に
陥
っ
た
鎮
勤
の
中
心
部
族
、
契
芯
(
弊
〉
部
の
勢
力
が
同
族
を
頼
っ
て

(
6
)
 

高
昌
園
に
亡
命
し
て
き
た
こ
と
が
「
政
蟹
」
の
「
引
き
金
」
に
な
っ
た
と
い
う
偲
読
を
提
示
す
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
呉
震
氏
の
成
果
は
肯

定
的
に
評
債
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。



園
王
麹
伯
雅
が
他
園
へ
の
亡
命
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
な
事
件
が
勃
費
し
た
こ
と
自
瞳
に
つ
い
て
は
、
私
も
呉
震
氏
の
見
解
を
支
持
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
右
の
よ
う
な
表
題
の
も
と
に
小
稿
を
起
ζ

す
こ
と
に
し
た
の
に
は
、
こ
の
園
の
納
税
謹
明
書
と
も
い
う
べ
き
僚
記
文

書
の
出
土
賦
況
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
し
て
い
る
六
四
黙
の
篠
記
文
書
の
う
ち
作
成
年
次
が
判
明
す
る
四
八
舶
は
、
築
奪
政
権
下
に
あ
司

〈

7
〉

た
は
ず
の
六
一
八
(
義
和
五
ロ
年
よ
り
、
こ
の
園
が
史
上
か
ら
姿
を
消
す
六
四

O
(延
欝
一
七
〉
年
の
聞
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ

り
こ
の
六
四
黙
は
、
寅
際
に
作
成
さ
れ
た
無
数
の
篠
記
文
書
の
う
ち
で
偶
然
残
存
し
た
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
現
存
文
書
の
初
出
例
を

も
っ
て
嘗
一
該
文
書
自
瞳
の
成
立
と
考
え
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
残
存
朕
況
と
初
出
例
の
様
式
な
ど
か
ら
剣
断
し

ハ
8
〉

て
、
篠
記
文
書
自
瞳
の
成
立
も
、
初
出
例
の
作
成
年
次
で
あ
る
六
一
八
年
を
大
き
く
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
僚
記
文
書
は
、
様
式
は
も
と
よ
り
、
そ
の
文
書
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
し
て
高
昌
園
が
中
園
王
朝
に
挙
ん
だ
成
果
に
ほ
か
な
ら

も
し
呉
震
氏
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
築
奪
政
擢
が
親
織
勤
(
そ
れ
は
こ
の
場
合
、
反
中
園
・
反
階
と
同
義
で
あ
る
〉
勢

力
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
か
り
に
「
政
襲
」
の
存
在
を
認
め

:
、
。

チ
h
1
u
w

し
か
し
な
が
ら
、

- 3一

る
に
せ
よ
、
そ
の
本
質
や
、
そ
こ
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

小
稿
の
意
圃
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
う
ち
の
後
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
政
饗
」
に
至
る
過
程
に
闘
し
て
、
具
震
氏
に
よ
っ
て
「
政
襲
」
の

「
導
火
線
」
と
さ
れ
た
麹
伯
雅
の
改
革
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
廉
い
観
野
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
解
解
制
在
」
を
目
ざ

し
た
こ
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
麹
伯
雅
自
身
の
令
と
そ
れ
を
受
け
た
煽
一
帝
の
詔
を
根
擦
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

嘗
時
の
高
昌
園
が
置
か
れ
た
園
際
環
境
や
、
惰
の
封
外
政
策
、

理
解
を
得
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
、

わ
け
で
も
封
中
央
ア
ジ
ア
政
策
を
丹
念
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
新
た
な

〈

9
〉

「
政
襲
」
の
本
質
を
考
え
る
た
め
の
議
備
的
な
作
業
で
も
あ
る
。

麹
伯
雅
の
令
|
改
革
の
護
端
|

155 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
改
革
の
護
端
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
麹
伯
雅
の
令
と
、
そ
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
陪
へ
の
入
朝
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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1 

麹

伯

雅

の

令

『
惰
書
』
袋
入
三
西
域

・
高
昌
俸
(
以
下
、
『
惰
書
』
か
ら
の
引
用
は
巻
数
以
下
だ
け
を
記
す
)
に
載
せ
る
麹
伯
雅
の
令
を
、
嶋
崎
昌
氏
に
よ
る
書

〈叩〉

き
下
し
文
を
参
考
に
し
な
が
ら
あ
げ
て
み
よ
う
。

お

さ

や

し

包

や

す

お

さ

た

つ

と

夫
れ
閣
を
経
め
て
人
を
字
う
は
、
保
存
を
以
っ
て
貴
し
と
矯
し
、
邦
を
寧
ん
じ
て
政
を
絹
む
る
は
、
全
慣
を
以
っ
て
大
し
と
帰
す
。
先
ご

と
が

同
人
答
無
く
、

ろ
、
園
の
溢
荒
に
慮
り
、
境
の
猛
秋
と
連
な
る
を
以
っ
て
、

斉
し
く
向
わ
ざ
る
は
莫
し
。

被
髪
・
左
在
せ
り
。

今
、
大
惰
統
御
し
、

E
い
ね
が

大
化
を
均
し
く
せ
ん
こ
と
を
庶
う
。
其
れ
庶
人
以
上

宇
宙
卒
一
に
し

て
、
普
天
・
率
土
、

弧

既
に
和
風
を
泳
浴
し
、

は
、
皆
宜
し
く
捕
を
解
き
て
征
を
創
る
ベ
し
。

麹
伯
雅
が
こ
の
令
を
出
し
た
の
は
、
惰
へ
の
入
朝
か
ら
簡
還
し
た
直
後
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
蹄
途
に
つ
い
た
の
は
、
後
述
す
る
和
蕃
公

主
を
惰
か
ら
降
嫁
さ
れ
た
六
一
二
〈
延
和
一
一
〉
年
一
一
月
己
卯
会
百
)
以
後
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

(
U〉

二
〉
年
の
初
頭
の
こ
と
に
な
る
。

早
く
て
も
六
一
一
二
(
同

ー- 4 ーー

令
に
あ
る
「
被
髪
・
左
在
(
椛
〉
」
と
は
、
中
園
王
朝
の
雄
的
秩
序
に
包
掻
さ
れ
て
い
な
い
異
民
族
の
服
飾
一
般
を
さ
す
場
合
も
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
そ
の
嘗
時
の
高
昌
圏
に
お
け
る
服
飾
の
貫
態
を
具
睦
的
に
表
現
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
の
貼
に
閲
し
て
は
、

『周
書
』
巻
五

O
異
域
下
・
高
昌
俸
に
「
服
飾
、
丈
夫
は
胡
法
に
従
い
、
婦
人
は
略
華
夏
に
同
じ
。
」
と
あ
る
ほ
か
、
『
梁
書
』
巻
五
四
諸
夷
・
高
畠
園
俸
に
は

さ
ら
に
詳
し
く
、
「
面
貌
は
高
麗
に
類
し
、
髪
を
購
み
て
之
を
背
に
垂
ら
し
、
長
身
小
袖
の
抱
・
縄
棺
袴
を
著
く
。
女
子
は
頭
髪
締
む
も
垂
ら

さ
ず
し
て
、
錦
繍
・
鞭
(
理
)
洛
・
環
釧
を
著
く
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
の
影
響
下
に
、
と
り
わ
け
男
子
が
解
髪

(

ロ

)

と
胡
服
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

五
六
一

〈
延
昌
一
元
〉
年
か
ら
六

O
七
(
延
和
六
)
年
に
至
る
ま
で

の

約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
突
蕨
や
織
勤
な
ど
か
ら
服
属
を
強
い
ら
れ
、
中
園
王
朝
と
は
政
治
的
な
閥
係
を
紹
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
の
一

つ
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
歴
代
の
園
王
や
王
世
子
が
こ
れ
ら
の
遊
牧
民
族
か
ら
授
興
さ
れ
た
己
芯
区
同
(
希
利
設
)
や

E
Eロ
(
銭
屯
夜
〉
と



(

お

〉

い
っ
た
官
稽
競
が
服
属
の
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
表
現
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
園
王
以
下
の
男
子
が
解
髪
に
し
て
胡
服
を
ま
と
っ
た
の
は
具
象

的
な
レ
ベ
ル
で
の
服
属
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
耕
髪
と
胡
服
を
同
時
に
止
め
る
と
い
う
の
が
こ
の
令
の
主
旨
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
高
昌
園
に
と
っ
て
こ
れ
は
、
中
園
王
朝
で
あ
る
惰
を
中
心
と
し
た
種
的
秩
序
へ
参
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
突
厩
や
織
勤

と
い
っ
た
遊
牧
民
族
の
罵
紳
を
断
ち
切
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
こ
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
「
漢
化
」
と
い
ア
た
そ
の
文

化
的
な
側
面
が
こ
と
さ
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
令
に
閲
し
て
は
、

t

き
わ
め
て
政
治
的
な
意
聞
に
も
と
づ
い

て
い
た
こ
と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、

そ
れ
は
二
重
の
意
味
で
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
改
革
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら

ば
、
耕
髪
の
慶
止
が
単
な
る
髪
型
の
問
題
に
止
ま
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
中
園
的
な
冠
制
の
導
入
を
必
然
的
に
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
容
易
に
推
量
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
麹
伯
雅
の
意
聞
は
、
惰
の
そ
れ
に
範
を
と
っ
た
中
園
的
な
衣
冠
制
の
積
極
的
な
導
入
に
こ
そ
あ

ア
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
惰
の
衣
冠
制
に
つ
い
て
は
、
衣
服
令
の
規
定
以
外
に
も
、
六
一

O
ハ
陸
閉
比
ド
年
の
こ
と
と
し
て
、

(
大
業
〉
六
年
に
至
り
て
後
、
詔
し
て
、
駕
に
従
い
て
遠
き
に
渉
る
者
・
文
武
官
等
を
し
て
、
皆
戎
衣
た
ら
し
む
o

t
u

も
っ
ぱ

し
、
雑
九
て
五
色
を
用
う
。
五
品
己
上
は
逼
ら
紫
抱
を
着
け
、
六
品
己
下
は
緋
緑
を
粂
用
す
。
膏
吏
は
青
を
以
っ
て
し
、
庶
人
は
白
を
以

っ
て
し
、
屠
一
商
は
阜
を
以
っ
て
し
、
士
卒
は
黄
を
以
っ
て
す
。

J

(

巻
一
二
雄
儀
志
七
〉

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
身
分
に
よ
っ
て
着
用
す
る
「
戎
衣
」
の
色
を
定
め
た
も
の
だ
が
、
冠
制
に
つ
い
て
も
、
そ
の
五
年
前
の
六

O
五
(
延
和
四
)

貴
賎
は
等
を
異
に

-5-

年
の
こ
と
と
し
て
、

大
業
元
年
に
及
び
、

、煽
一
帝
始
め
て
吏
部
向
書
牛
弘
・
工
部
尚
書
字
文
憧
・
粂
内
史
侍
郎
虞
世
基
・
給
事
郎
許
善
心
・
儀
曹
郎
亥
朗
等
に
詔

し
て
、
古
制
に
憲
章
し
て
、
衣
冠
を
創
造
せ
し
む
。
天
子
よ
り
膏
阜
に
逮
ぶ
に
、
服
章
皆
等
差
有
り

0

2

ャ

(
巻
一
一
一
躍
儀
志
七
〉

〈

M
〉

と
あ
り
、
上
は
皇
帝
か
ら
下
は
膏
吏
ま
で
を
劃
象
と
し
た
も
の
だ
が
、
や
は
り
着
用
す
べ
き
衣
と
冠
の
隻
方
が
身
分
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

(

日

)
る。

一
こ
の
よ
う
な
惰
の
衣
冠
制
を
六

O
九
(
延
和
八
〉
年
以
来
足
か
け
四
年
に
わ
た
っ
℃
中
園
圏
内
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
麹
伯
雅
が
知
ら
な
か

157 
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っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
と
く
に
「
戎
衣
」
の
改
革
の
際
に
は
、
拘
束
中
の
こ
と
で
も
あ
り
翠
な
る
傍
観
者
で
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
。
さ
ら
に

(

日

〉

左
光
維
大
夫

・
車
師
太
守
・
弁
園
公

・
高
昌
王
に
加
封
さ
れ
た
際
に
は
、
彼
自
身
が
煽
脅
か
ら
告
身
や
印
授
な
ど
と
と
も
に
こ
の
官
震
に
相
蛍

す
る
朝
服
を
授
輿
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
、
衣
冠
が
本
来
的
に
有
す
る
具
象
レ
ベ
ル
に
お
け
る
身
分
秩
序
の
表
現
機
能
と
そ
の
数
果
を
、
麹
伯
雅

は
令
の
護
布
者
と
し
て
十
分
に
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
麹
伯
雅
は
こ
の
令
に
よ
っ
て
、
耕
髪
と
胡
服
に
代
え
て
中
園
風
の
衣
冠
を
身
に
ま
と
う
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
色
な
ど
に
匡
別
を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
り
、
園
王
か
ら
庶
人
に
至
る
高
畠
園
の
諸
階
層
の
身
分
秩
序
の
具
象
レ
ベ
ル
に
お
け
る

確
立
を
意
聞
し
た
も
の
と
剣
断
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
令
の
目
的
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
具
象
レ
ベ
ル
に
お
け

(

ロ

〉

る
王
権
の
絶
封
化
、
も
し
く
は
強
化
策
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

問

〉

と
こ
ろ
で
白
須
沼
町
民
氏
に
よ
れ
ば
、
高
昌
固
に
お
い
て
も
、
同
時
代
の
中
園
王
朝
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
官
人
と
庶
人
と
は
明
確
に
匝
別
さ
れ

て
い
た
。
し
か
も
官
人
は
、
園
都
の
高
昌
に
居
住
し
て
中
央
官
衝
の
官
職
を
排
他
的
に
占
め
る
集
圏
と
、
居
住
す
る
郡
勝
の
地
方
官
街
に
し
か

官
職
を
得
ら
れ
な
い
集
圏
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
前
者
の
構
成
員
は
さ
ら
に
姓
氏
や
家
柄
、
ひ
い
て
は
王
室
と
の
婚
姻
関
係
な
ど
に
よ
っ

て
、
官
職
と
官
歴
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祉
舎
が
中
園
祉
舎
に
匹
敵
す
る
門
閥
祉
舎
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
も
、
け

- 6 ー

だ
し
蛍
然
と
い
え
よ
う
が
、

し
か
し
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
と
の
園
に
あ
っ
て
は
官
人
も
庶
人
と
等
し
く
僧
尼
に
劃
し
て
俗
人
と
し
て
一
括
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
軽
現
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
皐
な
る
名
目
的
な
位
置
づ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
税
役
制

(

臼

〉

度
に
お
い
て
は
、
官
人
は
庶
人
と
比
べ
て
大
き
な
特
権
を
有
す
る
身
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
土
庶
匝
別
は
あ
っ
た
と
し
て

も
、
僧
俗
匿
別
に
従
属
す
る
存
在
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
官
人
の
死
去
に
と
も
な
っ
て
そ
の
邸
宅
が
寺
院
に
、
そ
の
遺
族
が
僧
尼
に
轄
化
す
る
こ
と

〈

却

〉

が
現
寅
に
は
け
っ
し
て
稀
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
僧
俗
匝
別
に
せ
よ
そ
の
内
質
は
き
わ
め
て
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
園
に
あ
っ
て
は
、
諸
階
層
を
つ
ら
ぬ
く
統
一
的
な
身
分
秩
序
は
な
お
確
立
し
て
い
た
と
は
稽
し
が
た
い
扶
況
に
あ
っ
た
の

(

公

)

で
あ
り
、
こ
の
事
買
を
あ
わ
せ
考
え
て
み
れ
ば
、
中
園
的
な
衣
冠
制
の
導
入
の
政
治
的
な
意
圃
は
お
の
ず
と
明
瞭
に
な
ろ
う
。



そ
し
て
も
う
一
黙
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
令
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
庶
人
以
上
で
あ
っ
て
、
作
人
や
奴
鮮
の
よ
う
な

賎
人
は
も
と
よ
り
、
交
易
に
従
事
す
る
た
め
に
こ
の
園
に
逗
留
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
ソ
グ
ド
族
商
人
な
ど
は
劃
象
外
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
民
族
的
に
は
、
こ
の
地
に
土
着
し
て
農
民
と
な
り
、
姓
名
さ
え
漢
族
風
に
改
め
た
一
部
の

(

忽

〉

ソ
グ
ド
族
出
身
者
を
除
け
ば
、
そ
の
匪
倒
的
な
部
分
は
漢
族
が
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
女
子
は
従
来
よ
り
漢
族
風
の
服
飾
を
ま
と
っ

て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
改
革
が
被
劃
象
者
の
心
理
朕
態
や
生
活
習
慣
を
無
視
し
た
ば
か
り
か
、
経
済
的
な
負
携
を
も
課
す
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
が
「
政
襲
」

へ
と
結
果
し
た
と
い
う
呉
震
氏
の
理
解
は
成
立
し
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

改
革
の
護
端
と
な
っ
た
麹
伯
雅
の
令
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
前
提
と
も
い
う
べ
き

高
昌
園
に
よ
る
惰
へ
の
入
朝
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

ま
た
そ
の
目
的
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
延
昌
元
)
年
の
北
周
以
来
、

が
自
ら
入
朝
し
た
前
々
年
の
六

O
七
(
延
和
六
)
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
(
袋
三
場
一
帝
紀
上
大
業
三
年
六
月
己
亥
篠
)
。

高
昌
園
が
五
六

ほ
ぼ
半
世
紀
ぶ
り
に
中
園
王
朝
に
封
し
使
者
を
振
遣
し
て
朝
貢
し
た
の
は
、

園
王
麹
伯
雅

- 7ー

2 

惰
へ
の
入
朝
と
そ
の
背
景

こ
の
時
は
吐
谷
海
か
ら
の
使

者
も
同
時
に
入
貢
し
た
よ
う
だ
が
、

高
昌
閣
は
翌
六

O
八
(
同
七
〉
年
に
も
入
貢
を
行
い
、

場
一
帝
は
、

「
其
の
使
を
待
す
る
こ
と
甚
だ
厚
か
」

さ
ら
に
、
こ
れ
に
績
け
て
六

O
九
(
同
八
〉
年
四
月
に
、
今
度
は
伊
吾
や
吐
谷
海
な
ど
と
同
時
に
入
貢
し
て

(お〉

い
る
(
巻
三
場
帯
紀
上
大
業
五
年
四
月
壬
寅
篠
)
。

司
た
と
い
う
ハ
倉
八
三
高
昌
俸
〉
。

こ
れ
は
、

二
か
月
後
に
ひ
か
え
た
園
王
自
身
に
よ
る
入
朝
の
準
備
と
も
と
れ
る
が
、
同
年
六
月

い
よ
い
よ
麹
伯
雅
自
身
が
王
世
子
麹
文
泰
を
と
も
な
っ
て
張
披
に
巡
幸
中
の
場
一一
帝
の
も
と
へ
入
朝
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

王
や
王
世
子
ま
で
も
が
参
加
し
た
連
年
の
入
賞
は
、
高
昌
園
が
劃
外
政
策
の
基
本
方
針
を
輔
換
し
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
こ
の
方
針
轄
換
の
背
景
に
は
、
惰
側
、
と
く
に
中
央
ア
ジ
ア
経
略
を
宿
願
と
し
た
燭
一
帝
一
の
意
を
波
ん
だ
装
矩
の
策
略
が
あ
っ
た
と

〈
川
品
〉

斐
矩
は
張
披
で
得
た
見
聞
を
も
と
に
『
西
域
園
記
』
を
著
し
た
。
巻
六
七
の
本
俸
に
載
せ
る

乙
士
、
t
t
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考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

六
O
六
(
延
和
五
)
年
、
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そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
中
で
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
由
す
る
交
通
路
に
は
北
道
、
中
道
、

お
よ
び
南
道
の
三
つ
の
ル

l
ト
が
あ
る
こ
と
、

伊
吾
、
高
昌
、

お
よ
び
都
議
問
、が
そ
れ
ぞ
れ
の
ル

I
ト
で
「
門
戸
」
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
〈
酋
)
突
蕨
と
吐
谷
津
が
こ
れ
ら

の
ル

I
ト
に
介
在
し
て
朝
貢
や
交
易
を
妨
害
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
雨
者
の
討
滅
は
容
易
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
を
護
端
と
し
て
彼
は
場
帝
に
「
胡
中
、
諸
賓
物
の
多
き
」
こ
と
を
盛
ん
に
説
い
た
と
も
い
う
。
早
速
そ
の
翌
年
か
ら
場
一帝
一
が
吐
谷
海
討
伐

に
乗
り
出
し
た
の
も
、
薬
矩
の
進
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
斐
矩
は
い
っ
ぽ
う
で
敦
埋
に
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
伊
吾

再
開
さ
せ
た
の
も
、

や
高
昌
園
に
使
者
を
涯
遣
し
、
両
者
に
「
厚
利
」
を
吹
聴
し
て
惰
へ
の
入
朝
を
勤
め
た
。
高
昌
闘
が
約
半
世
紀
ぶ
り
に
中
園
王
朝
へ
の
入
貢
を

か
か
る
惰
側
か
ら
の
誘
導
が
直
接
的
な
契
機
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
高
昌
園
の
側
で
も
、
惰
に
よ
る
前
世
紀
末
の
中
園
圏
内
の
統
一
と
そ
の
後
の
動
向
、
と
く
に
煽
一
帝
が
即
位
し
て
か
ら
の
積
極
的
な

封
外
政
策
の
展
開
は
、
直
接
的
な
関
係
を
快
い
て
は
い
て
も
、
情
報
と
し
て
的
確
に
入
手
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
た
だ
表
短
か
ら
の
強
い

き
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
政
治
的
と
い
う
の
は
、
墜
に
惰
の
脅
威
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
六
世
紀
初
頭
の
建
園
以
来
一
世
紀
以
上
に
わ
た

- 8 ー

勧
誘
だ
け
で
入
貢
し
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、
経
済
的
な
動
機
と
あ
わ
せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
政
治
的
な
動
機
が
働
い
て
い
た
と
す
べ

り
一
貫
し
て
遊
牧
民
族
の
政
治
的
な
匪
力
(
そ
れ
は
ま
た
経
済
的
な
内
賓
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
が
〉
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
か
「
た
高
昌
園

が
、
西
突
販
と
こ
れ
か
ら
自
立
し
た
鍛
勤
と
の
封
立
の
開
隙
を
ぬ
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
自
立
す
る
た
め
に
は
、
中
園
王
朝
、
陪
と
の
友

好
的
な
関
係
が
必
要
不
可
依
と
の
剣
断
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
業
元
年
、
突
蕨
慮
羅
可
汗
、
鍛
勤
諸
部
を
撃
ち
、
税
を
厚
く
し
て
其
の
物
を
艇
す
。
叉
蕗
延
陀
等
を
猪
忌
し
、
襲
を
篤
す
を
恐
れ
、
迭

に
其
の
魁
帥
数
百
人
を
集
め
て
童
く
之
を
諒
す
。
是
に
由
り
て
一
時
に
反
叛
し
、
慮
羅
を
担
み
、
塗
に
倹
斤
契
弊
歌
拐
を
立
て
て
易
勿
異

莫
何
可
汗
と
痛
し
、
貧
汗
山
に
居
ら
し
む
。
復
た
醇
延
陀
内
の
侠
斤
、
字
也
臣
を
立
て
て
小
可
汗
と
帰
す
。
慮
羅
可
汗
既
に
敗
れ
、
莫
何

き
か

可
汗
始
め
て
大
ん
な
り
。
莫
何
、
勇
毅
な
る
こ
と
絶
倫
に
し
て
、
甚
だ
衆
心
を
得
、
郷
園
の
俸
か
る
所
と
震
る
。
伊
吾
・
高
昌
・
鷲
者
の

諸
園
は
悉
く
之
に
附
す
。

(
各
八
四
北
秋
・
餓
動
停
〉



(

お

〉

七
世
紀
初
頭
の
北
ア
ジ
ア
の
政
治
献
況
を
示
す
史
料
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
業
元
年
、

唱す

な
わ
ち
六

O
五
月
延
'
一
和
四
)
年
、
織
勤
諸
部
は
西
突
厩
の
虚
羅
可
汗
の
牧
奪
と
揮
監
に
抵
抗
し
て
連
合
を
結
成
し
、

こ
れ
は
、

契
弊
部
の
契
弊
歌
拐
を
易

勿
員
莫
何
可
汗
に
、

ま
た
醇
延
陀
部
の
也
座
を
小
可
汗
に
擁
立
し
て
慮
羅
可
汗
を
敗
北
に
追
い
込
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ま
で
西
突
蕨
に
服
属
し

て
い
た
高
昌
園
を
は
じ
め
、
伊
吾
や
駕
誉
な
ど
を
服
属
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
六

O
七
〈
同
六
)
年
に
は
惰
の
敦
埋
附
近
に
も
侵
略
を
企

ど
ん
な
に
遅
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
に
は
高
昌
園
も
織
勤
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

て
て
い
る
の
で
(
巻
八
三
吐
谷
海
停
〉
、

ま
た
鍛
勤
の
高
昌
園
に
劃
す
る
支
配
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
突
厭
の
よ
う
に
園
王
や
王
世
子
に
官
稽
競
を
授
興
す
る
と
い
う
方
法
以
外
に
も
、

然
れ
ど
も
ハ
麹
〉
伯
雅
は
先
に
鍛
勤
に
臣
た
り
て
、
織
勤
は
恒
に
重
臣
を
遣
わ
し
て
高
昌
園
に
在
ら
し
む
。
-
商
胡
の
往
来
す
る
者
有
ら

ば

、

則

ち

之

に

税

し

て

織

勤

に

、

迭

る

。

(

巻

八

三

高

畠

停

)

と
あ
る
ご
と
く
、
織
勤
の
「
重
臣
」
を
常
駐
さ
せ
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
交
易
広
劃
し
て
税
を
賦
課
す
る
と
い
っ
た
、
突
蕨
時
代
に
比
べ
る
と
、

よ
り
直
接
的
な
方
法
も
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
戴
勤
の
西
突
肢
か
ら
の
自
立
や
、
そ
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
を
過
大
評
債
す
る
こ
と
は
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
表
短
は
さ
き
の
『
西
域
聞
記
』
の
序
で
、
鎮
勤
が
蒲
類
海
一
帯
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
脅

威
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
突
蕨
(
と
吐
谷
津
〉
で
あ
り
、
ま
た
戴
勤
が
惰
の
領
域
内
に
侵
略
す
る
の
は
『
西
域
圏
記
』
が

編
ま
れ
た
翌
年
の
こ
と
だ
が
〈
『
資
治
遁
鑑
』
巻
一
八
O
惰
大
業
三
年
僚
〉
、
そ
の
後
は
一
轄
し
て
惰
に
降
っ
て
毎
年
の
よ
う
に
入
貢
す
る
と
と
も
に
『)

-9-

そ
の
吐
谷
湾
攻
略
の
一
翼
を
措
う
ま
で
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
巻
六
一
字
文
述
停
・
倉
八
三
吐
谷
海
停
・
巻
八
四
銭
動
停
〉
。

の
勢
力
範
園
が
北
ア
ジ
ア
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
一
時
よ
り
弱
瞳
化
し
た
と
は
い
え
西
突
厩
が
な
お
勢
力
を

維
持
し
て
お
り
、
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
識
勤
の
中
央
ア
ジ
ア
に
劃
す
る
支
配
も
、
東
は
伊
吾
か
ら
高
昌
園
を
経
て
西
は
五
局
者
に
至
る
、
そ
の
東

〈

お

)

部
一
帯
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
織
勤
ゐ
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、
西
突
厩
と
、
惰
や
東
突
蕨
お
ど
に
挟
ま
れ
る
よ
う
な
形

で
展
開
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
朕
況
の
な
か
で
の
惰
に
劃
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
敵
劃
行
震
は
、
自
身
の
存
績
自
瞳
を
も

危
機
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
六
一
一
(
延
和
一

O
〉
年
、
鹿
羅
可
汗
に
代
わ
っ
て
西
突
肢
に
射
置
可
汗
が
登
場
し
、
そ
の
も
と

た
し
か
に
織
勤

161 



下
北
秋
・
銭
動
停
〉
も
、

で
西
突
肢
が
再
び
勢
力
を
挽
回
す
る
と
、
鎮
勤
の
二
可
汗
が
直
ち
に
可
汗
競
を
自
ら
去
っ
て
こ
れ
に
降
っ
た
と
い
う
所
停
(
『
替
唐
書
』
巻
一
九
九

(

幻

〉

か
く
考
え
れ
ば
納
得
で
き
よ
う
。
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そ
し
て
織
勤
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
が
、
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
不
安
定
要
因
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
は
、
高
昌
園
の
側
で
も
十
分
に
認
識
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
裳
矩
が
涯
遺
し
た
使
者
が
執
劫
に
説
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
高
畠
園
の
歴
史
の

な
か
で
七
世
紀
初
頭
は
、
中
園
王
朝
に
入
貢
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
遊
牧
民
族
の
支
配
か
ら
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
好
機
だ
司
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

高
昌
園
が
牢
世
紀
ぶ
り
に
中
園
王
朝
に
入
貢
し
た
政
治
的
な
動
機
は
、

お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
司
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
麹
伯
雅
の
令
に
も
基
本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
令
こ
そ
は
そ
の
質
現
に
向
け
て
の
第
一
歩
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
聞

に
は
園
主
麹
伯
雅
父
子
の
入
朝
の
時
期
が
介
在
し
て
い
る
の
で
、
績
い
て
こ
れ
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
こ
う
。

六
O
七
(
延
和
六
〉
年
以
来
、
吐
谷
海
攻
略
を
劃
策
し
て
き
た
場
一帝
は
、

-10ー

六
O
九
〈
延
和
八
)
年
三
月
、
い
よ
い
よ
自
ら
出
陣
し
て
そ
の
王
吐

(

お

)

谷
海
伏
允
を
党
項
に
追
放
す
る
と
、
そ
の
諦
途
、
六
月
に
は
張
披
ま
で
巡
幸
の
足
を
の
ば
し
た
。
高
畠
王
麹
伯
雅
が
王
世
子
の
麹
文
泰
を
と
も

な
っ
て
、
巡
幸
中
の
燭
一帝
に
拝
謁
し
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
、
伊
吾
に
擦

っ
て
い
た
ソ
グ
ド
族
勢
力
の
首
領
、
伊
吾
〈
吐
屯
〉
設
ほ
か
三

O

な
か
で
も
高
昌
園
王
と
伊
吾
の
吐
屯
設
へ
の
厚
遇

の
君
長
や
使
者
が
こ
ぞ
っ
て
拝
謁
し
た
と
い
う
(
倉
六
七
表
短
俸
〉
。

前
後
の
「
西
蕃
胡
」

は
、
装
矩
が
こ
の
南
者
を
「
門
戸
」
と
し
て
い
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
ま
た
織
勤
の
支
配
下
か
ら
参
じ
た
た
め
か
、
と
も
か
く
格
別
だ
っ
た
よ

(
却
)

(

m

山
〉

う
だ
が
、
な
ぜ
か
園
王
父
子
だ
け
は
開
園
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
特
別
に
場
一
帝一
の
掃
還
に
同
道
さ
せ
ら
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
後
年
、
王
位

に
つ
い
た
麹
文
泰
が
こ
の
園
を
訪
れ
た
か
の
玄
突
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
終
始
長
安
や
洛
陽
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
燕
、

代、

扮

ーノ、

お
よ
び
音
州
と
い
っ
た
山
西
・
河
北
南
省
一
帯
を
め
ぐ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
〈
『
大
慈
恩
寺
三
磁
法
師
停
』
径
一
〉
、

〈
延
和
一
一
〉
年
の
正
月
に
煽
一帝
が
高
句
麗
遠
征
の
軍
を
起
こ
す
と
、

そ
の
年
の
秋
に
は
再
び
搭
陽
に
戻
っ
た
よ
う
だ
が
、

こ
れ
へ
の
従
軍
を
命
ぜ
ら
れ
て
前
線
ま
で
赴
い
た
。

遠
征
が
失
敗
に
終

わ
り
、

一
一
月
己
卯
会
百
〉
に
西
周
の
一
帝
室
字
文
氏
出
身
の
筆
容
公
主
を
降
嫁
さ
れ
、



園
公
・
高
昌
王
に
加
封
さ
れ
た
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
直
後
に
父
と
子
、
そ
し
て
公
主
そ
ろ
っ
て
掃
園
の
途
に
つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
、
麹
伯
雅
が
左
光
旅
大
夫
・
車
師
太
守
・
弁

こ
の
よ
う
に
中
園
圏
内
で
の
拘
束
は
足
か
け
四
年
聞
に
及
ん
だ
が
、
高
句
麗
遠
征
へ
の
従
軍
と
和
蕃
公
主
の
降
嫁
は
い
ず
れ
も
最
後
の
六
一

二
定
和
一
一
〉
年
の
こ
と
で
あ
る
。
珊
封
も
同
年
、
お
そ
ら
く
遠
征
か
ら
の
婦
還
以
後
、
和
蕃
公
主
の
降
嫁
以
前
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
と

(
出
品
〉

思
う
が
、
麹
伯
雅
父
子
だ
け
が
張
披
か
一ら
場
一
一
帝
に
同
道
さ
せ
ら
れ
た
あ
げ
く
、
さ
ら
に
四
年
聞
も
拘
束
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
和

蕃
公
主
の
降
嫁
に
つ
い
て
は
、
晴
に
代
わ
っ
た
唐
に
多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、
相
手
側
の
君
長
が
入
朝
し
た
場
合
で
も
、
中
園
圏
内
で
の
滞
在

(
担
〉

期
間
は
長
く
と
も
数
箇
月
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
よ
う
に
足
か
け
四
年
に
も
及
ぶ
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
異
例
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
た
が
っ

て
和
蕃
公
主
の
降
嫁
や
加
封
の
た
め
だ
け
に
麹
伯
雅
父
子
が
張
披
か
ら
場
一
帝
一
に
同
道
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
し
、
高
句
麗
遠

征
へ
の
従
軍
も
そ
の
理
由
と
し
て
は
薄
弱
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
酷
に
つ
い
て
は
、
惰
の
劉
外
政
策
の
な
か
で
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

煽
一
帝
の
詔
|
改
革
の
襲
質
|

-11ー

こ
こ
で
は
、
煽
帝
の
詔
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
詔
は
煽
一
帝
の
封
中
央
ア
ジ
ア
政
策
の
一
環
で
も
あ
る
の
で
、

ま
ず
『
西
域
圃
記
』
の

麹
伯
雅
が
燭
帝
か
ら
格
別
の
厚
遇
を
受
け
、

序
に
見
ら
れ
る
装
矩
の
主
張
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
寅
現
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
親
難
か
ら
煽
一
帝
の
政
策
を
見
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
高
昌
圏
王

し
か
も
足
か
け
四
年
聞
に
も
わ
た
り
中
園
圏
内
に
拘
束
さ
れ
た
理
由
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
。

1 

惰
の
封
中
央
ア
ジ
ア
政
策
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六
O
九
(
大
業
五
〉
年
六
月
、
吐
谷
海
伏
允
を
党
項
に
追
っ
た
燭
一
一
帝
は
、
そ
の
故
地
に
西
海
・
河
源
雨
郡
を
設
置
し
た
の
に
績
き
、
そ
こ
を
基

黙
と
し
て
そ
れ
ま
で
吐
谷
津
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
中
央
ア
ジ
ア
の
蔀
善
や
且
末
に
も
進
出
し
、
こ
こ
に
都
善
・
且
末
商
郡
を
設
置
し
た
(
巻
三
場
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脅
紀
上
大
業
五
年
六
月
笑
丑
侠
)
。
麹
伯
雅
が
張
披
で
場
一帝
に
奔
謁
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
に
よ
っ
て
、

『
西
域
圃
記
』
で
討
滅

す
べ
き
勢
力
と
さ
れ
た
こ
つ
の
う
ち
一
つ
が
姿
を
消
し
、
交
易
ル
l
ト
の
三
つ
の

「門
戸
」
の
う
ち
の
一
つ
が
惰
の
手
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。

残
る
二
つ
の
「
門
戸
」
の
首
長
は
今
ま
さ
に
奔
謁
に
赴
い
て
い
た
わ
け
で
、
場
一
帝
が
麹
伯
雅
と
伊
吾
の
吐
屯
設
を
と
り
わ
け
厚
遇
し
た
理
由
も

お
の
ず
と
納
得
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
早
く
も
翌
六
一

O
(同
六
〉
年
に
は
、
醇
世
雄
に
伊
吾
を
A

一
応
襲
さ
せ
て
こ
の
地
を
占
援
し
、
伊
吾
郡
を
は

(

お

)

お
よ
び
柔
遠
の
三
鯨
を
設
置
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
装
矩
の
離
開
策
が
功
を
奏
し
、
そ
の

じ
め
、
伊
吾
、
納
職
、

西
突
肢
の
慮
羅
可
汗
も
遣
使
し
た
上
で
自
ら
入
朝
す
る
に
至
り
(
各
一
一
一
場
一帝
紀
上
大
業
七
年
十
二
月
己
未
篠
〉
、

あ
と
に
は
惰
と
通
じ
た
射
匿
可
汗
が
立
っ
た
。
い
ず
れ
も
麹
伯
雅
父
子
が
中
園
圏
内
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
聞
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。

ま
た
翌
六
一
一

(
同
七
〉
年
に
は
、

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、

ひ
と
り
高
昌
園
だ
け
が
例
外
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
異
例
と
も

い
え
る
足
か
け
四
年
に
わ
た
る
中
園
滞
在
を
あ
え
て
拘
束
と
表
現
し
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
麹
伯
雅
と
と
も
に
庭

- 12ー

羅
可
汗
も
高
句
麗
遠
征
に
従
軍
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事
寅
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
も
そ
の
後
、
昌
薩
(
婆
)
那
可
汗
に
加
立
さ
れ
、
六
一

使
者
に
よ
る
入
貢
↓
自
身
の
入

(

お

)

朝
↓
高
句
麗
遠
征
へ
の
従
軍
↓
加
封
(
崩
立
〉
↓
和
蕃
公
主
の
降
嫁
↓
開
園
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
全
く
等
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

四
(
大
業

一
O
)
年
正
月
に
は
信
義
公
主
を
降
嫁
さ
れ
て
お
り
、
陪
の
最
末
期
の
混
範
で
賓
現
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
故
地
の
復
活
さ
え
煽

(
川
品
)

帝
は
考
え
て
い
た
と
い
う
(
巻
八
四
西
突
蕨
停
)
。

よ
う
す
る
に
高
昌
園
王
麹
伯
雅
と
西
突
厭
慮
羅
可
汗
と
は
、

〈
巻
六
三
笑
子
叢
惇
〉

(
叩
山
〉

と
い
う
記
事
も
、
陪
が
麹
伯
雅
と
虚
羅
可
汗
の
入
朝
を
同
じ
よ
う
に
考
え
、
同
じ
よ
う
に
劃
虚
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
う
ち
高
句

時
に
庭
羅
可
汗
及
び
高
昌
王
、
塞
を
款
く
。
復
、
子
蓋
を
以
っ
て
武
威
太
守
を
検
校
し
、
ニ
蕃
を
鷹
接
せ
し
む
。

麗
遠
征
の
際
の
従
軍
は
、
南
者
に
劃
し
て
な
に
よ
り
も
雄
縛
な
威
嚇
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
麹
伯
雅
の
場
合
、

ぞ
事
と
せ
ず
し
て
、
此
の
冠
帯
之
境
を
し
て
、
仰
お
蟹
箔
之
郷
と
篇
す
を
得
ん
や
。
」
(
各
六
七
裳
短
停
〉
と
い
う
よ
う
に
、
元
来
中
園
王
朝
の
彊

「陛
下
の
時
に
蛍
り
て
、
安
ん

域
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
高
句
麗
討
滅
が
正
嘗
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
危
機
意
識
を
募
ら
さ
ざ
る
を
え
な
か
司
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
論
理
は
高

昌
園
に
も
全
く
同
じ
よ
う
に
嘗
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
和
蕃
公
主
の
降
嫁
も
高
昌
園
側
か
ら
の
要
望
を
ふ
ま
え
て
行
わ
れ
た
も



〈
閉
山
〉

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
惰
側
で
用
意
さ
れ
た
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
介
入
を
強
化
す
る
た
め
の
覇
紳
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
離
で
は
珊
封
に
類

す
る
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
場
一
帝
の
員
意
は
も
は
や
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
吐
魯
番
祉
舎
に
劃
す
る
直
接
支
配
、
つ
ま
り
は
郡
勝
制

に
準
ず
る
程
度
に
強
力
な
介
入
を
高
昌
園
に
及
ぼ
す
こ
と
以
外
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
足
か
け
四
年
聞
に
も
わ
た
っ
て
拘
束
さ

れ
た
上
記
、
慮
羅
可
汗
と
と
も
に
高
句
麗
遠
征
に
も
従
軍
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
麹
伯
雅
に
も
そ
の
こ
と
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
感
得
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。
令
は
、
「
冠
帯
之
境
」
に
な
る
こ
と
を
逼
じ
て
か
か
る
扶
況
に
劃
慮
し
、
か
つ
そ
れ
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
の
絶
劃

化
、
も
し
く
は
強
化
を
意
園
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
煽
一
帝
の
詔
を
検
討
す
る
。

2 

!蟻

帯

の

詔

た

つ

と

す

す

徳
を
彰
ら
か
に
し
て
善
を
嘉
み
す
る
は
、
聖
哲
の
隆
ぶ
所
に
し
て
、
誠
を
顛
わ
し
て
良
を
謹
む
る
は
、
典
謀
の
飴
則
な
り
。
光
線
大
夫
・

弁
園
公
・
高
昌
王
伯
雅
、
識
量
は
鰹
遠
に
し
て
、
器
懐
は
温
裕
な
り
。
丹
款
は
夙
に
著
わ
れ
、
亮
節
は
遅
か
に
宣
ベ
ら
る
。
本
は
諸
華
よ

り
し
て
、
酢
を
西
壌
に
歴
た
り
。
昔
、
難
の
多
き
に
因
り
て
猿
戎
に
論
迫
せ
ら
れ
、
数
窮
ま
り
て
目
先
を
駿
ち
、
調
り
て
胡
服
と
爵
せ
り
。

な
び

我
が
皇
惰
、
宇
宙
を
卒
一
し
て
よ
り
、
化
は
九
圏
を
僅
か
せ
、
徳
は
四
表
に
加
え
ら
る
。
伯
雅
、
沙
を
稔
え
阻
を
忘
れ
、
揖
買
を
奉
じ
て
庭

に
来
る
。
薩
容
を
奮
章
に
観
て
、
威
儀
の
盛
典
を
慕
う
。
是
に
於
い
て
、
綾
を
襲
ね
て
締
を
解
き
、
在
を
側
り
て
裾
を
曳
く
。
夷
を
襲
じ

か
が
や

て
夏
に
従
い
、
義
は
前
載
よ
り
光
け
り
。
衣
冠
之
具
を
賜
い
、
仰
お
製
造
之
式
を
班
つ
可
し
。

一井
せ
て
使
人
を
遣
わ
し
、
r

部
領
し
て
賂
迭

ま

せ
し
め
ん
。
被
る
に
采
章
を
以
っ
て
し
、
復
た
車
服
之
美
を
見
る
べ
く
、
彼
の
軍
義
を
棄
て
、
還
た
冠
幣
之
園
と
震
る
ベ
し
。

- 13ー

ま
ず
詔
の
全
文
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

(
各
八
一
一
一
高
昌
停
)
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場
一
帝
は
麹
伯
雅
が
令
を
下
し
た
と
い
う
報
告
を
受
け
る
と
、

こ
れ
を
評
債
し
て
こ
の
詔
を
震
布
し
た
と
い
う
が
、

こ
れ
は
、
六

O
七
(
大
業



166 

一
二
)
年
の
四
月
に
、
突
肢
の
魯
民
可
汗
が
「
臣
、
今
、
是
奮
日
の
遁
地
の
突
厭
可
汗
に
非
ず
し
て
、

臣
、
即
ち
是
至
傘
の
臣
民
な
り
。
至
傘
、

臣
を
憐
れ
む
の
時
、
大
圏
の
服
飾
・
法
用
に
依
り
、

一
に
華
夏
に
同
じ
く
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
」

と
い
う
上
奏
に
劃
し
て
、

集
議
も
こ
れ
を
支

持
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
煽
一
帝
が
下
し
た
詔
、
す
な
わ
ち
、

らェ

先
王
、
園
を
建
つ
る
に
、
夷
夏
、
風
を
殊
に
し
、
君
子
、
民
に
数
う
る
に
、
俗
を
襲
う
る
を
求
め
ず
。
断
髪
・
文
身
、
威
其
の
性
を
安
ん

し

た

が

E

れ

つ

は

じ
、
蹄
菜
・
井
服
、
各
宜
し
き
所
を
向
ぶ
。
因
り
て
之
に
利
わ
ば
、
其
の
道
弘
か
ら
ん
。
何
ぞ
必
ず
し
も
諸
を
化
す
る
に
在
を
倒
り
、
耐
旅

あ
に

ぐ
に
長
淵
慨
を
以
っ
て
せ
ん
や
。
輩
、
途
性
の
至
理
、
包
含
の
遠
度
に
非
ら
さ
ら
ん
。
衣
服
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
既
に
要
荒
の
較
を
排
じ
、
庶

あ
ら

類

、

匝

別

さ

る

る

は

、

調

く

天

地

之

情

を

見

わ

す

な

り

。

(

巻

八

四

突

厭

停

)

(

お

〉

と
は
、
あ
ま
り
に
も
掛
照
的
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
珊
封
(
高
昌
園
)
と
加
立
(
突
蕨
)
と
の
差
異
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
が
、

よ
り
本
質
的
に
は
高
昌
園
が
か
つ
て
中
園
王
朝
の
彊
域
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
園
王
以
下
が
漢
族
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
す
べ

き
で
あ
る
。
煽
一
一
帝
の
こ
の
論
理
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
高
昌
圏
は
高
句
麗
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
「
冠
帯
之
園
(
境
〉
」
で
あ
っ
た
。

(
羽
〉

早
く
と
も
六
二
ニ
(
大
業
九
)
年
の
下
牢
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
詔
が
高
昌
園
に
到
達
し
た
の
は
、

麹
伯
雅
が
惰
に
入
朝
す
る
に
至

-14 -

っ
た
経
緯
か
ら
読
き
起
こ
し
、
績
け
て
令
の
内
容
に
ふ
れ
て
こ
れ
を
評
債
す
る
。
そ
し
て
惰
か
ら
「
衣
冠
之
具
」
と
「
製
造
之
式
」
を
班
賜
す

る
が
、

る
た
め
に
使
者
を
波
遣
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
麹
伯
雅
の
改
革
が
皐
な
る
髪
型
の
問
題
に
止
ま
ら
な
か
司
た
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
明
白
で
あ

「
車
服
之
美
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
場
一
帝
の
理
解
と
し
て
は
、
こ
れ
は
衣
冠
に
止
ま
ら
ず
、
車
器
も
含
め
た
具
象
的
な
身

分
秩
序
の
全
領
域
に
及
ぶ
改
革
で
あ
「
た
。
そ
の
煽
一
一
帝
が
「
衣
冠
之
具
」
、

す
な
わ
ち
衣
冠
そ
の
も
の
と
と
も
に
班
賜
し
た
「
製
造
之
式
」
と

は
、
お
そ
ら
く
衣
冠
の
製
作
方
法
や
頒
布
方
針
な
ど
か
ら
な
る
細
則
の
よ
う
な
規
定
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

具
」
と
「
製
造
之
式
」
か
ら
な
る
煽
帝
が
意
圃
し
た
衣
冠
制
は
、
高
昌
園
王
を
頂
貼
と
す
る
身
分
秩
序
を
具
象
レ
ベ
ル
で
表
現
す
る
そ
れ
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
中
園
王
朝
、
惰
の
皇
帝
一
す
な
わ
ち
燭
一
一
帝
を
頂
貼
と
す
る
身
分
秩
序
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

六
O
七
(
大
業
三
〉
年
四
月
に
頒
布
さ
れ
た
大
業
令
の
関
係
候
文
に
抵
鰯
し
な
い
範
圏
で
の
細
則
で
あ
っ
た
こ

「
衣
冠
之

の
黙
で
、

「
製
造
之
式
」

tま



〈

必

〉

と
は
確
寅
で
あ
る
。
既
に
麹
伯
雅
以
外
に
も
、
王
世
子
麹
文
泰
を
は
じ
め
と
す
る
入
朝
に
障
行
し
た
官
人
に
劃
し
て
も
官
爵
と
そ
れ
に
劉
醸
す

(
4〉

る
朝
服
が
、
惰
か
ら
授
興
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
詔
に
よ
っ
て
、
高
昌
圏
の
康
範
な
官
人
層
に
は
直
接
「
衣
冠
之
具
」
が
、
ま
た
庶

入
居
に
も
「
製
造
之
式
」
を
遁
じ
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
着
用
す
べ
き
衣
冠
が
惰
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
か
つ
授
輿
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
「
製
造
之
式
」
が
班
賜
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
慮
置
が
一
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
長
期
に
わ
た
っ
て
高
昌

園
の
圏
内
に
お
い
て
惰
の
衣
冠
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
と
い
う
意
固
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
詔
が
俸
達
さ
れ
れ
ば
、
高
昌
園
王
麹
伯
雅
は
加
封
さ
れ
た
官
俸
に
相
嘗
す
る
惰
の
朝
服
に
身
を
包
み
、
高
畠
園
の
官
人
を

従
え
て
使
者
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
は
ま
た
な
に
よ
り
も
、
中
園
王
朝
、
惰
の
皇
一
帝
の
擢
威
を
高
畠
固
に
お
い
て
演

出
す
る
儀
式
に
ほ
か
な
ら
な
か
司
た
。
惰
代
の
嘉
雄
の
詳
細
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
唐
代
の
「
皇
一
帝
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
を
参
考
に
一し
な
が

(

必

)

ら
こ
の
儀
式
を
簡
単
に
再
現
す
れ
ば
、
皇
帝
の
使
者
は
正
使
と
副
使
を
は
じ
め
、
持
節
者
や
持
案
者
、
二
人
の
令
史
な
ど
か
ら
な
り
、
「
蕃

園
」
側
の
執
事
者
は
使
者
が
到
着
す
る
前
日
か
ら
用
意
し
た
上
で
、
「
蕃
主
」
を
彼
ら
に
劃
面
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
使
者
を
迎
え

た
「
蕃
主
」
は
正
使
に
再
拝
し
、
さ
ら
に
正
使
が
詔
を
宣
請
す
る
前
後
に
も
再
拝
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
劃
し
、
正
使
が
「
蕃

主
」
に
射
し
て
答
奔
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
隔
の
嘉
薩
も
こ
れ
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
詔
の
宣
護
と
合
わ

せ
、
さ
ら
に
「
衣
冠
之
具
」
や
「
製
造
之
式
」
の
班
賜
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
儀
式
は
一
一
暦
複
雑
化
し
た
は
ず
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
そ
こ
で
は
、
高
昌
園
王
麹
伯
雅
も
そ
の
官
人
も
等
し
く
惰
の
皇
帝
の
臣
僚
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
、
煽
帝
の
詔
を
は
じ
め
、

「
衣
冠
之
具
」
や
「
製
造
之
式
」
な
ど
の
俸
達
と
班
賜
が
、
中
園
王
朝
の
皇
帝
擢
力
の
強
大
さ
を
印
象
づ
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
高
昌
園
の

王
櫨
の
絶
劃
化
や
強
化
に
な
ん
ら
寄
興
す
る
こ
と
の
な
か
司
た
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
麹
伯
雅
が
そ
の
令
で
志
向
し
た
改
革
は
、
場
帝
の
詔
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
を
正
反
割
に
修
正

さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
嘗
初
麹
伯
雅
が
企
画
し
た
の
が
高
昌
王
で
あ
る
自
分
を
頂
黙
と
し
た
衣
冠
制
の
導
入
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
場
一
帝
が
構
想
し
た
の
は
、
中
園
王
朝
の
皇
一
帝
を
頂
貼
と
す
る
衣
冠
制
の
適
用
で
あ
り
、
加
封
さ
れ
た
麹
伯
雅
も
そ
の
な
か
に

- 15ー
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包
揖
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
身
分
秩
序
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
煽
一
一帝
の
介
入
と
同
時
に
、
麹
伯
雅
が
思
い
描
い
た
王
様
の
絶
封
化
、

な
い
し
は
強
化
策
の
成
否
は
お
の
ず
と
決
着
し
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
巻
八
三
高
昌
俸
は
、
改
革
の
結
末
に
つ
い
て
、

此
の
令
、
慌
を
中
華
に
取
す
と
雌
も
、
然
る
に
寛
に
識
勤
を
畏
れ
、
敢
え
て
は
改
め
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
、
識
勤
の
脅
威
を
理
由
と
し
て
、
麹
伯
雅
が
改
革
を
断
念
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
織
勤
の
脅
威
が
賞
際
に
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ
っ

(
州
制
〉

た
の
か
否
か
は
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
観
勤
の
脅
威
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
麹
伯
雅
に
は
、
改
革
を
断
念
す
る
と
い
う
以
外
の

選
揮
肢
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
結
末
で
あ
る
。

お

わ

り

一
帝
の
詔
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
具
震
氏
が
「
政
蟹
」
の
「
導
火
線
」
と
し
た
麹
伯
雅
の
改
革
に
つ
い
て
、
麹
伯
雅
自
身
の
令
と
そ
れ
を
受
け
て
褒
布
さ
れ
た
煽

そ
の
よ
う
に
車
純
な
結
論
で
さ
え
、

結
論
は
し
ご
く
車
純
な
も
の
で
あ
る
が
、

問
題
の
性
格
に
も
よ
る

- 16-

が
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
最
後
に
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
て
、
む
す
び
と
し
た
い
。

結
局
麹
伯
雅
の
改
革
は
質
現
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
改
革
の
中
止
と
い
う
麹
伯
雅
の
決
断
は
、
呉
震
氏
が
想
定
し
た
よ
う
な

親
織
勤
勢
力
が
高
畠
圏
内
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
勢
力
に
と
っ
て
歓
迎
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
反
設
を
生
む
こ
と
は
な
か

司
た
は
ず
で

あ
る
。
ま
た
も
し
そ
の
針
極
に
親
中
園
・
親
情
勢
力
と
呼
び
う
る
よ
う
な
勢
力
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
大
き
な
反
劃
を
生
ず
る
こ
と

は
必
至
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
か
つ
て
柔
然
や
高
車
な
ど
遊
牧
民
族
に
よ
る
介
入
や
支
配
を
最
終
的
に
克
服
す
る
方
途
と
し
て
、
園
を
あ
げ

(

必

〉

て
中
園
圏
内
に
内
徒
す
る
と
い
う
政
策
さ
え
考
え
出
さ
れ
た
こ
の
園
の
前
史
や
、
前
世
紀
の
末
年
に
は
突
蕨
の
侵
窟
を
契
機
と
し
て
中
園
へ
の

(

必

〉

逃
亡
事
件
が
護
生
し
た
事
寅
を
想
起
す
れ
ば
、
か
か
る
勢
力
の
形
成
を
想
定
す
る
こ
と
が
、
け
っ
し
て
唐
突
で
範
暴
な
試
み
で
な
い
こ
と
が
わ

か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
懐
定
が
許
容
さ
れ
る
な
ら
ば
、
麹
伯
雅
の
改
革
の
方
向
や
そ
の
結
末
が
「
政
襲
」
に
な
に
が
し
か
の
影
響
を
興
え
た
こ

と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
呉
震
氏
が
考
え
ら
れ
た
形
と
は
全
く
異
な
っ
た
形
に
お
い
て
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て

政



費
」
の
本
質
に
射
す
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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註ハ
1
)
奥
震
「
麹
氏
高
畠
園
史
索
際
|
従
張
雄
夫
婦
墓
志
談
起
1

」
〈
『
文

物
』
一
九
八
一
年
第
一
期
〉
。
以
下
、
ー
本
稿
に
お
い
て
言
及
す
る
呉
震

氏
の
見
解
は
全
て
こ
の
論
稿
に
よ
る
。
な
お
こ

ep論
稿
を
わ
が
園
に
紹

介
し
た
の
は
唐
長
謂
氏
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
に
関
し
て
は
、
池
田
温

「
中
園
に
お
け
る
吐
魯
番
文
書
整
理
研
究
の
進
展
|
唐
長
濡
教
授
講
演

の
紹
介
を
中
心
に
|
」
〈
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
一
編
第
三
鋭
、
一
九
八
二

年
)
、
参
照
。

ハ2
)

た
だ
し
奥
田
鹿
氏
が
(
抽
畑
氏
)
高
昌
園
の
成
立
を
四
九
九
年
と
し
た
艶

に
関
し
て
は
、
五
O
一
年
と
す
る
白
須
浮
倶
コ
ロ
同
昌
王
・
抽
出
嘉
の
即
位

年
次
に
つ
い
て
|
呉
震
氏
の
新
設
を
め
ぐ
っ
て
1
」
ハ
『
小
野
勝
年
博
士

煩
襲
記
念
東
方
皐
論
集
』
小
野
勝
年
博
士
頚
畳
間
記
一
念
倉
、
一
九
八
二

年
〉
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ハ3
)
'策
新
江
「
吐
魯
番
的
歴
史
輿
文
化
」
ハ
胡
戟
・
李
孝
聴
・
築
新
江
『
吐

魯
番
』
西
安
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
七
年
〉
や
、
劉
文
「
関
子
麹
伯

雅
年
続
問
題
」
(
『
西
域
史
論
叢
』
第
三
輯
烏
魯
木
費
新
彊
人
民
出

版
社
、
一
九
九
O
年
〉
な
ど
の
よ
う
に
、
「
政
受
」
と
義
和
紀
年
の
関

連
性
を
一
聴
は
是
認
し
な
が
ら
も
、
麹
伯
雅
の
波
年
を
相
餐
わ
ら
ず
六

一
九
年
と
す
る
も
の
が
そ
の
な
か
で
は
一
般
的
だ
が
、
近
年
の
宋
瞬
梅

「
麹
民
高
昌
閣
張
氏
之
仕
宣
|
張
氏
家
族
研
究
之
一

l
」
(
『
西
北
民
族

研
究
』
-
九
九
二
年
第
二
期
)
は
、
「
政
嬰
」
の
勃
震
を
六
O
九
(
延

和
八
〉
年
か
ら
六
一
一
一
(
同
一
一
)
年
の
関
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
根

嬢
は
、
こ
の
期
聞
は
園
王
麹
伯
雅
が
陪
に
入
朝
し
て
い
て
不
在
だ
っ
た

た
め
、
反
樹
勢
力
が
蜂
起
す
る
紹
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
と
い
ろ
程
度

の
薄
弱
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
園
王
の
不
在
中
園
事
を
委
任
さ
れ
て
い

た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
張
維
だ
っ
た
と
す
る
貼
も
、
出
土
文
物
の
記
述
と

の
整
合
性
を
歓
く
。

ハ4
〉
小
田
義
久
「
麹
民
高
畠
園
時
代
の
傍
寺
に
つ
い
て
」
〈
『
龍
谷
大
塵
論

集
』
第
四
三
三
説
、
一
九
八
九
年
)
。
た
だ
し
小
田
氏
自
身
の
償
葬
衣

物
疏
に
関
す
る
専
論
「
吐
魯
番
出
土
葬
迭
儀
薩
関
係
文
書
の
一
考
察
|

隠
葬
衣
物
疏
か
ら
功
徳
疏
へ
|
」
(
『
東
洋
史
苑
』
第
三

0
・
三
一
一
錦
、

一
九
八
八
年
〉
に
よ
っ
て
も
、
義
和
年
関
の
随
葬
衣
物
疏
だ
け
が
俊
則

的
な
様
式
だ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
純
粋
に
私
的

な
文
書
で
あ
る
は
ず
の
随
葬
衣
物
疏
が
、
公
的
な
文
書
以
上
に
政
治
的

な
事
件
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

ハ5
)

白
須
浄
員
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ
l
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓
と
墓

表
・
墓
誌
と
そ
の
編
年
|
三
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
亙
る
被
葬
者
層
の
鍬
再

選
を
か
ね
て

l
」
〈
一
〉
(
「東
洋
史
苑
』
第
三
四

'
三
五
鏡
、
一
九
九

O
年
〉
の
註
〈
品
目
〉
。
白
須
氏
が
指
摘
す
る
改
元
の
規
則
性
と
は
、
第
四

代
王
麹
玄
喜
日
永
卒
↓
第
五
代
玉
麹
某
日
和
卒
、
第
六
代
王
麹
賓
茂
日

建
昌
↓
第
七
代
玉
麹
乾
回
目
延
昌
、
第
八
代
王
麹
伯
雅
u

延
和
↓
築
奪

政
権
日
義
和
と
い
う
よ
う
に
、
二
代
に
わ
た
っ
て
二
字
目
が
同
じ
文
字

に
な
っ
て
い
る
黙
で
あ
る
。

-17 -
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ハ
6
)

北
篠
鮪
英
「
西
突
販
の
東
方
経
略
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」
〈
「
東
海

史風
Z
第
二
五
鋭
、
一
九
九
一
年
〉
。
北
僚
氏
は
、
小
田
氏
も
注
目
し

た
「
副
副
劃
利
二
ハ
六
一
五
)
年
七
月
馬
帳
」
(
芯
吋
〉
冨

5H-gug

〈
鋒
〉
『
文
書
』

N
、

一
五
九
頁
以
下
)
を
軍
馬
の
徴
裂
と
解
緯
し、

「政
繁
」
と
の
関
連
性
を
激
測
す
る
。

(
7
〉
「
線
記
文
書
」

E
、
表
苅
、
参
照
。

(
8
V

像
記
文
章
聞
の
初
出
例
は
、
私
が
「
高
昌
義
和
五
(
六
一
八
)
年
二
月

倒
阿
酬
残
燦
記
」
ハ
一
〉
(
二
〉

(
E吋
〉
玄
H
O
E

怠
〈
録
〉
『
文
書
』

v、
六
五
頁
)
と
命
名
し
た
文
書
だ
が
、
こ
れ
と
「
高
昌
義
和
五
(
六

一
八
)
年
以
後
?
倒
阿
制
入
銭
残
傍
記
」

(
E吋
〉
宮
包
一
日
N
(
ω
)

〈録〉

問
、
六
四
一
息
で
は
、
一
枚
の
紙
片
に
複
数
回
に
及
ぶ
納
入
事
例
が
改

行
も
せ
ず
に
漣
骨
持
さ
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
一
枚
の
紙
片
に
つ
き
一

回
の
納
入
事
例
が
-
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

「
高
昌
義
和
六

会
ハ
一
九
)
年
以
後
縛
阿
歎
入
生
本
小
褒
子
僚
記
」

(
E吋
〉
忌
H
0
・怠

〈
録
〉
問
、
六
六
頁
)
か
ら
で
あ
る
。

ハ9
)

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
荒
川
正
階
、
片
山
章
雄
、
白
須
浄

岡
県
、
お
よ
び
町
田
隆
士
口
氏
ら
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
舎
の
舎
負
か
ら
多

大
な
数
示
と
便
宜
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
m
)

嶋
崎
昌
「
『
惰
書
』
高
昌
停
解
説
」
(
『
遊
牧
祉
禽
史
探
究
』
第
一
五

朋
、
一
九
六
一
年
〈
同
氏
『
惰
唐
時
代
の
東
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ソ
研
究
|

高
田
田
園
史
研
究
を
中
心
と
し
て
|
』
東
京
大
摩
出
版
禽
~
一
九
七
七

年
、
所
枚
〉
)
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
巻
八
三
高
昌
俸
の
解
緯
は
、
こ
の

嶋
崎
氏
の
お
仕
事
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
接
し
て
い
る
。

(江
)

銭
伯
泉
「
餓
動
史
鈎
沈
」
(
『
西
北
民
族
研
究
』

一
九
九
二
年
第

一

期
〉
は
、
麹
伯
雅
の
高
昌
園
へ
の
蹄
還
を
、
六
一
一
一
一
(
延
和
一
二
〉
年

の
春
夏
の
交
、
令
の
後
布
を
同
年
の
夏
私
の
交
と
推
測
し
て
い
る
が
、

格
別
の
根
接
は
な
い
。

(
ロ
〉
杉
本
正
年
『
東
洋
服
装
史
論
孜
』
中
世
編
〈
文
化
出
版
局
、
一
九
七

四
年
〉
、
第
三
部
第
一
章
に
は
、
高
昌
園
時
代
の
服
飾
に
闘
す
る
出
土

文
物
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
燐
髪
と
胡
服
の
具
鐙
的
な

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ス
タ

イ
ン
が
調
査
し
た
阿
斯
塔
那
の
築
造
年
次
未
詳
の
境
基
(
〉
巳
-
i・ω)

か
ら
出
土
し
た
壁
蜜
の
下
給
穴
潟
〉
戸
〉
-
H
J
〉
立
の
〈
ロ
〉
に
描
か

れ
た
墓
主
ら
し
き
人
物
は
中
園
風
の
衣
冠
を
ま
と
っ
て
い
る
。

(
日
)
こ
れ
ら
突
蕨
や
銭
勤
の
官
稽
践
に
つ
い
て
は
、
護
雅
夫
『
古
代
ト
ル

コ
民
族
史
研
き

I
〈
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
年
)
、
第
二
編
第
二
・

三
章
を
、
ま
た
突
阪
が
高
畠
園
王
や
王
世
子
に
授
興
し
た
官
稽
鋭
の
質

例
に
つ
い
て
は
、
萎
伯
勤
コ
局
昌
麹
朝
輿
東
西
突
厭
|
吐
魯
番
所
出
客

館
文
書
研
究
|
」
(
北
京
大
摩
中
圏
中
古
史
研
究
中
心
編
『
敦
埠
吐
魯

番
文
献
研
究
論
集
』
第
五
輯
北
京
北
京
大
皐
出
版
社
‘
一
九
九
O

年
〉
を
、
参
照
。
な
お
銭
勧
が
高
畠
園
に
制
到
し
て
官
稽
鋭
を
授
興
し

て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
が
、
伊
吾
の
首
長
が
吐
屯
設

(
Z
Eロ'm
白
色
)
を
授
奥
さ
れ
て
い
た
事
貨
か
ら
類
推
で
き
よ
う
。

(

U

)

躍
儀
志
に
劉
態
す
る
本
紀
の
記
事
(
巻
三
場
一
帝
紀
上
大
業
二
年
二
月

丙
氏
篠
)
に
は
、
「
詔
倫
書
令
楊
素
・
吏
部
向
書
牛
弘
・
大
崎
府
軍
字
文

憧
・
内
史
侍
郎
虞
世
基
・
陸
部
侍
郎
許
善
心
、
制
定
輿
服
。
始
備
輩
路

及
五
時
副
車
。
上
常
服
、
皮
弁
十
有
二
瑛
、
文
官
弁
服
、
保
玉
、
五
口
問

己
上
給
慣
寧
・
通
帳
、
三
公
親
王
加
油
絡
、
武
官
卒
巾
償
、
袴
摺
、
三

口
問
己
上
給
胞
襲
。
下
至
脅
吏
、
服
色
皆
有
差
。
非
庶
人
不
得
戎
服
。
」

と
あ
り
、
本
文
に
あ
げ
た
六
一

O
年
の
「
戎
衣
」
の
制
は
、
こ
れ
を
一

- 18ー
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部
改
正
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
大
業
令
は
こ
の
翌
年

の
四
月
広
頒
布
さ
れ
て
い
る
の
で
(
同
大
業
三
年
四
月
甲
申
篠
〉
、
制

度
の
骨
子
は
令
文
中
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。

(
日
〉
惰
の
衣
冠
制
や
、
衣
冠
制
の
機
能
一
般
に
つ
い
て
は
、
武
田
佐
知
子

f

「
中
闘
の
衣
服
制
と
冠
位
十
二
階
|
五
行
思
想
と
服
色
|
」
(
『
女
子
美

術
大
皐
紀
要
』
第
一
三
鏡
、
一
九
八
三
年
〈
同
氏
『
古
代
園
家
の
形
成

と
衣
服
制
|
袴
と
貫
頭
衣
|
』
吉
川
弘
文
館
・
戊
午
叢
書
、
一
九
八
四

年
、
所
枚
〉
〉
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

(
四
〉
後
載
す
る
煽
一
帝
の
詔
は
、
麹
伯
雅
の
官
爵
に
つ
い
て
光
線
大
夫
・
弁

園
公
・
高
田
国
王
と
す
る
が
、
『
奮
唐
書
』
巻
一
九
八
西
戎
・
高
畠
俸
に

従
う
。

ィ

(
刊

μ
〉
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
七
世
紀
初
頭
の
倭
闘
に
お
け
る
冠
位
十
二

階
や
、
六
世
紀
前
期
の
新
羅
に
お
け
る
衣
冠
制
な
ど
と
共
通
す
る
一
面

を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
堀
敏
一
「

晴
代
東
ア
ジ
ア
の
園
際
関
係
」
〈
唐
代
史
研
究
舎
編
『
惰
唐
帯
園
と
東

ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
〉
か
ら
一
示
唆
を
受
け
た
。

(
叩
岨
〉
白
須
、
前
掲
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ
1
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓
と
墓

表
・
墓
誌
と
そ
の
編
年
」
‘
「
高
昌
門
閥
祉
舎
の
研
究

l
張
氏
を
通
じ
て

み
た
そ
の
構
造
の
一
端
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
八
八
編
第
一
鏡
、
一
九

七
九
年
〉
、
お
よ
び
「
ト
P
ル
フ
ァ
ン
古
墳
群
の
編
年
と
ト
ゥ
ル
フ
ァ

ン
支
配
者
層
の
編
年
|
麹
氏
高
昌
閣
の
支
配
者
層
と
西
州
の
在
地
支
配

者
層
l
」
(
『
東
方
皐
』
第
八
四
輯
、
一
九
九
二
年
三

(
四
〉
借
俗
匿
別
と
税
役
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

F

「
篠
記
文
書
」

V
、

参
照
。

ハ
初
〉
こ
の
黙
に
関
し
て
は
な
お
細
部
の
寅
設
が
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る

が
、
邸
宅
か
寺
院
に
縛
化
し
た
例
に
つ
い
て
は
、
池
田
温
「
高
田
豆
二
碑

略
考
」
(
『
三
上
次
男
博
士
喜
害
時
記
念
論
文
集
』
歴
史
編
卒
九
社
、
一

九
八
五
年
〉
、
参
照
。

(
幻
〉
白
須
浄
真
氏
は
、
七
世
紀
初
頭
以
降
、
高
昌
園
に
お
い
て
墓
表
に
代

わ
っ
て
新
た
な
様
式
の
墓
誌
が
作
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
を
、
制
割
外

政
策
の
穂
換
に
と
も
な
う
「
中
園
文
化
の
直
接
的
流
入
」
に
求
め
て
い

る
が
〈
同
氏
、
前
掲
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ
l
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓

と
墓
表
・
墓
誌
と
そ
の
一編
年
」
、
「
ト
?
ル
ブ
ァ

γ
古
墳
群
の
編
年
と
ト

P

ル
フ
ァ

γ
支
配
者
層
の
編
年
」
)
、
こ
れ
も
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
意
闘

を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
白
須
氏
が
新
た

な
様
式
と
認
め
た
墓
誌
の
初
出
例
は
、
「
副
劃
矧
利
七
(
六

O
八
)
年

四
月
調
劇
劃
妻
掴
対
明
墓
誌
」
(
〉
白
骨
-
r
品
〈
録
〉
同
・
〉
-
H
H
H

・M
M

・
5ω
凶〉

で
あ
る
ι

〈
沼
)
具
盤
的
に
は
、
阿
斯
塔
那
一
五
貌
墓
か
ら
出
土
し
た
篠
記
文
書
の
被

交
付
者
、
康
保
謙
の
よ
う
な
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
「
傑
記
文
書
」

I
、
参
照
。

(
お
〉
菊
池
英
夫
「
惰
朝
の
劉
高
句
麗
戟
争
の
後
端
に
つ
い
て
」
〈
『
中
央
大

皐
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
六
鏡
、
一
九
九
二
年
)
は
、
『
北
史
』
巻
一

二
階
本
紀
下
の
同
僚
が
高
昌
を
高
麗
に
作
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

記
事
自
健
の
信
葱
性
に
疑
問
を
提
示
す
る
。

ハ
川
品
)
爆
-
帝
期
の
隔
の
封
外
政
策
と
、
そ
こ
に
お
け
る
裳
矩
の
位
置
に
つ
い

て
は
、
堀
、
前
掲
「
惰
代
東
ア
ジ
ア
の
園
際
関
係
」
、
参
照
。
ま
た
『
西

域
園
面
』
の
撰
述
年
次
に
つ
い
て
は
、
嶋
崎
、
前
掲
「
『
惰
書
』
高
昌

停
解
説
」
を
参
照
。
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(
お
)
こ
の
記
事
を
手
が
か
り
と
し
て
西
突
蕨
か
ら
の
銭
勧
の
自
立
を
論
じ

た
成
果
は
、
小
野
川
秀
美
「
織
勧
の
一
考
察
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五

容
第
二
鋭
、
一
九
四

O
年
)
以
来
、
北
係
、
前
掲
「
西
突
蕨
の
東
方
経

略
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
こ
そ
枚
翠
に
い
と
ま

が
な
く
、
さ
ら
に
近
年
で
は
、
萎
伯
動
「
高
昌
文
書
中
所
見
的
鍛
動

人
」
(
『
文
物
』
一
九
八
六
年
第
一
一
一
期
〉
の
よ
う
に
、
吐
魯
番
出
土
文

書
を
利
用
し
て
高
昌
園
が
銭
勃
に
射
し
て
「
封
建
義
務
」
を
負
っ
て
い

た
こ
と
を
賞
読
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
成
果
も
出
始
め
て
い
る
が
、

総
じ
て
醤
来
の
理
解
を
相
劉
化
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。

(
お
〉
こ
の
黙
で
、
従
来
の
餓
動
史
研
究
は
、
餓
勤
の
西
突
豚
か
ら
の
自
立

を
過
大
評
債
す
る
と
い
う
過
ち
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
織

勧
の
寅
態
を
一
示
す
「
正
史
」
の
断
片
的
な
記
述
に
拘
泥
す
る
反
面
、
惰

の
鈎
中
央
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
こ
の
民
族
が
占
め
た
位
置
に
謝
す
る

分
析
を
怠
っ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ハ
幻
〉
銭
伯
泉
、
前
掲
「
銭
勅
史
鈎
沈
」
は
、
煽
一
帝
の
詔
が
高
昌
閣
に
到
着

し
た
の
を
六
一
四
(
延
和
ご
ニ
〉
年
の
春
夏
の
交
と
し
、
餓
勧
の
存
在

を
改
革
挫
折
の
原
因
と
す
る
所
偉
か
ら
、
餓
勧
は
な
お
蛍
時
強
盛
を
ほ

こ
っ
て
い
た
と
い
う
。

(
勾
〉
こ
の
巡
幸
に
つ

い
て
は
、
佐
藤
長
「
惰
の
煽
帯
の
吐
谷
津
征
討
路
に

つ
い
て
」
(
『
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
歴
史
篇
山
川
出
版

社
、
一
九
七
七
年
〈
同
氏
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
』
岩
波
書
居
、

一
九
七
八
年
、
所
牧
〉〉
、
参
照
。

(
却
)
巻
三
煽
一
一
帝
紀
上
大
業
五
年
六
月
丙
辰
僚
に
は
、
「
上
御
観
風
行
殿
、

‘

感
陳
文
物
、
奏
九
部
撤
末
、
設
魚
龍
畏
延
、
宴
高
畠
主
・
吐
屯
設
於
殿

上
、
以
寵
異
之
。
其
錘
夷
階
列
者
三
十
絵
図
。
」
と
あ
る
。

(
鈎
〉
巻
六
八
閣
眺
俸
に
、
「
従
幸
張
披
郡
、
高
昌
王
朝
子
行
所
、
詔
眺
持

節
迎
務
、
途
賂
護
入
東
都
。
」
と
あ
る
の
で
、
同
道
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

は
開
違
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
各
八
四
西
突
蕨
俸
に

は
、
六
一
一
(
延
和
一

O
〉
年
、
そ
の
庭
羅
可
汗
が
惰
に
入
朝
す
る
際

の
こ
と
と
し
て
、
「
在
路
叉
被
劫
掠
、
遁
於
高
畠
東
、
保
時
羅
漫
山
。

高
畠
玉
麹
伯
雅
上
獄
、
(
組
閣
)
脅
遺
蓑
短
絡
向
氏
親
市
営
左
右
、
馳
至
玉

門
関
菅
昌
域
。
」
と
あ
る
の
で
、
嘗
時
麹
伯
雅
は
高
畠
園
に
あ
っ
た
よ

う
に
も
解
懇
で
き
る
。
あ
る
い
は
王
世
子
の
麹
文
泰
だ
け
が
中
園
圏
内

に
一
貫
し
て
拘
束
さ
れ
、
麹
伯
雅
は
一
旦
恒
開
園
し
て
庭
羅
可
汗
と
と
も

に
再
入
朝
し
た
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
本

文
の
よ
う
に
解
圃
押
し
て
お
く
。
な
お
こ
の
記
事
は
ま
た
、
六

一
一
年
時

慰
で
、
高
畠
図
に
謝
す
る
餓
勧
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

(
幻
)
後
述
す
る
西
突
蕨
慮
羅
可
汗
の
事
例
か
ら
の
類
推
も
あ
る
が
、
唐
代

の
場
合
、
和
蕃
公
主
の
降
嫁
は
、
加
封
関
係
の
存
在
が
大
切
な
篠
件
の

一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
、
永
木
敦
子
氏
(
新
潟
大
息
人
文
皐
部
研

究
生
〉
か
ら
得
た
敬
一
亦
を
も
参
考
に
し
た
。

ハ
招
)
唐
代
の
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
つ
い
て
は
、
長
津
恵
「
中
園
古
代
の
和

審
公
主
に
つ
い
て
」
(
『
海
南
史
皐
』
第
一
一
一
一
説
、
一
九
八
三
年
)
、
参

照
。
ま
た
雀
明
徳
『
漢
唐
和
親
研
究
』
(
青
島
青
島
海
洋
大
皐
出
版

社
、
一
九
九

O
年
〉
に
は
、
漢
唐
閲
の
和
蕃
公
主
の
事
例
が
集
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
和
蕃
公
主
を
降
嫁
さ
れ
た
君
長
の
中
園
圏
内
に
お
け
る

滞
在
期
閲
に
闘
す
る
デ
ー
タ
は
多
く
は
な
い
が
、
吐
谷
海
の
慕
容
諸
国
伺

鉢
が
六
三
九
(
貞
観
二
ニ
〉
年
一
二
月
己
丑
に
入
朝
し
て
翌
六
四

O
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(
同
一
四
)
年
二
月
庚
震
に
弘
化
公
主
と
と
も
に
鏑
途
に
つ
い
た
例

(
『
奮
唐
書
』
袋
三
太
宗
紀
下
町
契
丹
の
李
失
活
が
七
一
七
(
開
元

五
)
年
一
一
月
丙
申
に
入
朝
し
、
翌
一
二
月
壬
午
に
永
楽
公
主
を
降
嫁

さ
れ
た
例
(
『
賢
治
遜
鑑
』
巻
一
一
一
一
唐
開
元
五
年
傑
)
な
ど
が
あ
る

(
こ
の
貼
に
つ
い
て
も
、
永
木
敦
子
氏
か
ら
数
示
を
得
た
〉
。

ハ
回
〉
松
田
蕎
男
「
伊
吾
屯
田
考
」
〈
『
和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』

講
談
位
、
一
九
六
一
年
〈
同
氏
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
準
的
研
究
』

増
補
版
早
稲
田
大
皐
出
版
部
、
一
九
七
O
年
、
所
牧
〉
〉
、
参
照
。

ハ
川
叫
)
本
俸
の
解
揮
に
つ
い
て
は
、
北
篠
紡
英
『
『
惰
書
』
西
突
蕨
俸
の
テ

キ
ス
ト
と
訓
譲
ー・
注
穆
』
(
北
傑
鵡
英
〈
一
九
九
0
年
度
一
東
海
大
皐
文

皐
部
史
皐
科
研
修
員
研
究
報
告
書
〉
、
一
九
九
一
年
〉
を
参
考
に
し
た
。

(
部
〉
こ
の
ほ
か
東
突
蕨
の
突
利
可
汗
が
五
九
九
(
関
皇
一
九
〉
年
に
入
朝

し
た
時
も
、

一使
者
に
よ
る
入
貢
↓
和
蕃
公
主
の
降
嫁
↓
可
汗
自
身
の
ス

朝
↓
燭
立
(
啓
民
可
汗
〉
↓
腸
園
(
朔
州
大
利
減
〉
↓
和
審
公
主
の
再

降
嫁
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
〈
巻
八
四
北
秋
・
突
駅
停
)
。

な
お
謄
民
可
汗
の
朋
立
に
つ
い
て
は
、
、金
子
修
一
「
突
販
の
朋
立
に
つ

?
い
て
」
(
『
海
南
史
皐
』
第
一
八
挽
、
一
九
八

O
年
〉
、
参
照
。

(
部
)
巻
八
千
東
夷
・
高
麗
俸
に
も
、
「
場
-
帝
嗣
位
、
天
下
全
盛
、
高
昌

玉
・
突
版
啓
人
(
民
〉
可
汗
並
親
詣
関
貢
献
。
」
と
あ
る
。
啓
民
可
汗

の
λ
朝
は
一前
註
で
述
べ
た
ご
と
《
高
租
年
聞
の
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
は

慮
羅
可
汗
の
誤
り
だ
が
、
高
畠
園
王
と
西
突
蕨
可
汗
の
入
朝
が
と
り
わ

け
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
釘
〉
和
審
公
主
の
降
嫁
に
劃
す
る
中
園
王
朝
に
と
っ
て
の
期
待
や
意
義
に

つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
勲
に

つ
い
て
、
時
代
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
北
貌
の
世
租
が
北
涼
の
祖
渠
牧
縫

に
降
嫁
し
た
武
威
公
主
の
例
が
参
考
に
な
る
。
関
尾
史
郎
「
「
建
卒
」

の
結
末
|
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
劉
記
(
四
〉
l
」
(
『
新
潟
史
聞
牢
』
第

一
九
鋭
、
一
九
八
六
年
〉
、
参
照
。

ハ
叩
叫
)
な
お
巻
二
一
躍
儀
志
七
に
は
、
「
(
大
業
)
三
年
正
月
朔
旦
、
大
陳
文

物
。
時
突
豚
染
干
朝
見
、
慕
之
、
請
襲
冠
目
見
。
(
煽
〉
一
帝
不
許
。
明
日
、

率
左
光
蔵
大
夫
・
樽
但
特
動
阿
史
那
職
御
、
左
光
線
大
夫
・
特
動
阿
史

那
伊
順
、
右
光
線
大
夫
・
意
利
後
史
萄
胡
悉
等
、
並
奔
表
、
固
諮
問
衣

冠
。
帯
大
悦
、
謂
(
牛
)
弘
等
回
、
背
漢
制
初
成
、
方
知
天
子
之
貴
。

今
衣
冠
大
備
‘
足
致
車
予
解
嫌
。
此
乃
卿
等
功
也
。
」
と
あ
り
、
ま
た

本
紀
は
こ
れ
を
巻
三
煽
脅
紀
上
大
業
三
年
七
月
辛
亥
僚
に
繋
い
で
い

る。

〈
却
〉
註
〈

m
C、〈
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
詔
が
賞
際
に
高
畠
圏
に
途
逮
さ
れ

た
と
い
う
明
設
陪
必
ず
し
も
な
い
。

(
的
制
〉
大
業
令
の
篇
目
は
不
明
だ
が
、
開
皇
令
に
は
衣
服
、
歯
簿
、
お
よ
び

儀
制
と
い
っ
た
唐
令
と
同
{
の
篇
目
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
か

ら
類
推
で
き
よ
う
。
な
お
石
田
勇
作
「
陪
開
皇
律
令
か
ら
武
徳
律
令
へ

|
律
令
繁
遜
過
程
の
整
理

(
I〉
|
」
(
『
中
園
古
代
の
法
と
祉
舎
l
栗

原
金
男
先
生
古
稀
記
念
論
集
|
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
〉
、
参
照
。

(
姐
〉
王
世
子
麹
文
泰
以
下
、
入
朝
に
随
行
し
た
官
人
の
官
簡
に
つ
い
て

は
、
註
(

m

ぬ
〉
に
示
し
た
突
蕨
の
麿
民
可
汗
の
事
例
が
一
つ
の
参
考
に
な

ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

s
m
g
〈
特
動
〉
や
乙
g
r腎
(
意
利
裂
〉
が
左
右

の
光
被
大
夫
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
魔
羅
可
汗
が
入
朝
し
た
際
に

も
、
弟
の
閥
建
設
や
特
動
大
奈
な
ど
が
随
行
し
、
後
者
は
高
句
麗
遠
征

に
従
軍
し
た
功
に
よ
っ
て
金
紫
光
線
大
夫
を
授
け
ら
れ
て
い
る
(
『
替

唐
書
』
巻
一
九
四
下
西
突
蕨
停
〉
。
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(
m
M
〉
惰
代
の
『
躍
』
の
編
纂
朕
況
に
つ
い
て
は
、
各
六
雄
儀
士
山
一
に
「
高

組
命
牛
弘
・
辛
彦
之
等
採
梁
及
北
斉
儀
注
、
以
盛
岡
五
躍
云
。
」
と
あ
る

だ
け
で
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
「
皇
帯
遺
使
詣
蕃
宣
努
」
(
『
大

唐
開
元
雄
』
各

一
二
九
嘉
雄
、
所
枚
)
の
意
味
と
解
穫
に
つ
い
て
は
、

中
村
裕
一
「
唐
代
の
教
に
就
い
て
つ
一
〉
論
事
救
書
|
唐
公
式
令
研
究

(七

)1
」

(
『
武
庫
川
数
育
』
第
一
一
一
一
各
第
一
鋭
、
一
九
八

O
年

〈同

氏
『
唐
代
制
紋
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
、
所
牧
〉
)
か
ら
示

唆
を
受
け
た
。

(
日
目
〉
菱
伯
動
、
前
掲
「
高
回
目
麹
朝
奥
東
西
突
豚
」
は
、
麹
伯
雅
が
改
革
を

放
棄
し
た
の
を
六
一
二
(
延
和
一
一
・
大
業
八
〉
年
の
こ
と
と
し
、
そ

の
理
由
を
、
前
年
慮
羅
可
汗
の
あ
と
を
襲
っ
た
西
突
厭
射
匿
可
汗
の
勢

力
が
強
大
化
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

(
必
)
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
白
須
浄
員
「
高
畠
墓
埼
考
緯
」
(
三
〉
(
『
書

弘
前
』
第
一
九
鏡
、
一
九
八
一
年
)
、
参
照
。

ハ
必
)
品
位
八
三
高
畠
俸
に
「
開
皇
十
年
、
突
蕨
破
其
四
城
、
有
二
千
人
来
錫

中
図
。
」
と
あ
り
、
美
伯
動
、
前
掲
「
高
昌
麹
朝
輿
東
西
突
蕨
」
は
、

こ
れ
を
西
突
豚
泥
利
可
汗
の
こ
と
と
す
る
。

{
引
用
文
献
略
続
表
}

書
』
日
園
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
・
新
彊
維
吾
爾
自
治
匿
博
物

館
・
武
漢
大
関
学
歴
史
系
編
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
全
一

O
加

北
京
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年
l
一
九
九
一
年
。

「
告
身
四
種
」
日
中
村
裕
一
「
敦
爆
・
吐
魯
番
出
土
唐
代
告
身
四
種
と
制
書
に

つ
い
て
|
唐
公
式
令
研
究
会
一
)
|
」
(
『
大
手
前
女
子
大
皐

論
集
』
第
一

O
鋭
、
一
九
七
六
年
)
。

「
墓
誌
録
」
日
侯
燦
「
解
放
後
新
出
吐
魯
番
墓
誌
録
」
〈
北
京
大
摩
中
圏
中

古
史
研
究
中
心
編
『
敦
爆
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
』
第
五
輯

北
京
北
京
大
皐
出
版
社
、
一
九
九

O
年)。

『出
土
文
物
』
一
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館
編
『
新
彊
出
土
文
物
』
北
京

文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
。

「
僚
記
文
書
」
日
開
尾
史
郎
「
ト
ゥ

ル
フ
ァ
γ
出
土
高
昌
園
税
制
関
係
文
書
の

基
礎
的
研
究
|
篠
記
文
書
の
古
文
書
準
的
分
析
を
中
心
と
し

て
|
」
〈
一

)
l
(五
・
未
完
)
(
『
人
文
科
皐
研
究
』
〈
新

潟
大
皐
人
文
翠
部
〉
第
七
四
、
七
五
、
七
八
、
八
て
八
三

輯
、
一
九
八
八
、
八
九
、
九
O
、
九
二
、
九
三
年
)
。

一〉・

ω
R
Z
-
Hロロめ同日
O
回同〉回一同

(
O
H
向。
丘

C
E〈
・
M
M
R
gw

H
U
M
∞)・

文
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THE PRIOR HISTORY OF IHE 義和POLITICAL CHANGE

　　　

―An ExaminationaboutａReform of the King

　　　　

of Gaochang高昌,Qu Boya麹伯雅一

　　　　　　　　　　　　　

SekioShiro

　　

About the Ihe politicalchange arisen in Gaochang in 613, it is sup-

posed that the King of Gaochang, Qu Boya's reform was the main cause.

This paper aims to analyze about the purpose and process of this reform.

and to investigate its relation to the politicalchange｡

　　

The reform was to abolish queue and hufu 胡服influenced by North

Asian nomadic tribes,and introduce the Chinese system of nobleman's

dress and headdress. At first,it was promoted by the Qu Boya's order,

and later,responding to it, the Sui 隋Emperor Yangdi場帚issued the

imperial edict. l think that on the part of Qu Boya, he tried to intro-

duce the system of nobleman's dress and headdress, aiming to strengthen

sovereign

　

power, by　availing　himself an　opportunity, namely, conflict

between Western Tujue 西突叛ａｎｄ Tiele鍼勒. It is supposed, however,

that on the part of Yangdi who took the active policy toward the Central

Asia, found ａ chance in the Qu Boya's order, and forced the system of

nobleman's dress and headdress that have Chinese Emperor on the top,

０ｎGaochang to ｅχertSui's influence｡

　　

After all,because of threat of Tiele, Qu Boya gave up the reform.

Ho■ｗｅver,this was ａ reasonable result. He must have resigned his power

when he accepted the system of nobleman's dress and headdress that was

forced by Yangdi.

１


